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  この期間に受給できます。    

      

     高収益作物の栽培 

      

      

      

      

      

              

            など 認定農業者制度の活用 

             など 

     

 ※サポートリーダーとは、経営や栽培技術などに秀でた先輩農家さんで、 

 就農を希望される方へのアドバイスを行うことについて県の認定を受けています。 
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ご自身の農業スキルやスケジュールに合わせて体験・研修ができます まずは いよいよ就農！ 経営発展のために 
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◇サポートリーダーさんが体験や研修のお手伝いをします。 

（その方にあったアドバイスを受けることができます。） 

日帰り 

農業体験 

就農相談 

１泊２日 

農業体験 

就農相談 

就農準備資金 

１～２年間 

しっかり 

農業研修 

すでにみかんの栽培 

技術のある方などは、 

こちらからスタートもできます。 

御浜町役場・三重県農業改良普及センター・農協などの出荷団体・ 

先輩農家さんなどが引き続きサポートします！ 

住宅について 

◇農業体験期間の宿泊先については、役場にご相談ください。 

 ◇農業研修期間のお住まいについては、 

有償にて研修生住宅をご用意しています。 

◇農業法人などで従業員として働くスタイルです。毎月決まった給与をもらうという点で、サラリーマンと同様の勤務形態になります。 

◇働きながらスキルを身につけ、将来的に独立も。                        ※就農準備資金・経営開始資金は使えません。 

令和８年５月作成 

農林水産省の支援制度 

・49歳以下（就農予定時/独立時） 

・交付額 165万円/年 

 

研修生や 

新規就農者向けに 

『みかん講座』を 

開催しています。 

研修生や 

新規就農者向けに 

『みかん講座』を 

開催しています。 


